
















































（３）耳鼻咽喉科健康診断 

＊4 月に送付する通知文書を確認する 
 

１ 日程調整・対象者・内容・報告について 
 （１）日程調整 
   ① 保健給食課が調整する学校 
    (ｱ) 旧新潟市地区の小中学校、中等教育学校、高校 
    (ｲ) 沼垂幼稚園、西幼稚園、東・西特別支援学校 
    (ｳ) 豊栄地区（冨山医師担当校） 
   ② 上記以外は、各学校で調整 
 （２）対 象 者 地域の現状に応じての学年 
 （３）内  容 聴力検査、保健調査票による問診、医師の診察 
 （４）報 告 耳鼻咽喉科健康診断医師実績報告書により報告 
 
２ 保健調査について 
 （１）保健調査は全員に行う。 
 （２）健診対象者で健診を受けなかった者は、保健調査票のチェックの有無にか

かわらず、また、健診対象以外の者で保健調査票にチェックが付いた者は、

「健診未受検」に〇を付け、何も書いていない「結果のお知らせ」と両方

持たせ、耳鼻咽喉科を受診してもらい、受診後両方提出してもらう。 

 
３ 学校医への連絡等について 
 （１）中学校・中等教育学校・高校は、健診２週間前までを目途に健診人数を校

医に報告する。 
 （２）健診器具の配置等、事前に校医と打合せをする。 
 （３）健診前日、校医に健診依頼をする。 
 （４）健診が始まる前に実績報告書に記名（自署）してもらい、健診終了後空欄

を埋め、連絡便で保健給食課へ提出する。 
 （５）校医が変更となった場合や養護教諭が交代となった場合は、新年度になっ

たら早めに養護教諭から学校医へ連絡をする。 
（６）校医への相談は「耳鼻咽喉科に関わる健康相談票」（耳－２）を活用する。 
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